
Copyright 2017 Yamada Group  All Rights Reserved. 具体的実務に際しては、法律・政省令・通達等をご確認の上、事前に税理士等専門家にご相談下さい。 無断転載・複写禁止

1．改正のポイント

（1）趣旨・背景
①NISA・ジュニアNISAの非課税期間終了時の金融機関における事務負担を軽減させるため、ロールオーバー（新
たな年の非課税管理口座への移管）の上限額が撤廃される。

（2）内容
①NISA・ジュニアNISAにおける非課税期間終了時にロールオーバーする場合、非課税期間終了時の上場株式等
の時価が年間投資上限額（NISA120万円、ジュニアNISA80万円）を超過した場合でも、当該上場株式等すべての
ロールオーバーが可能となる。

（3）改正の影響
①ロールオーバーの上限額が撤廃されただけであり、NISA・ジュニアNISAで運用していた上場株式等を非課税期間
終了時に下記（ｲ）～（ﾊ）のいずれを選択したとしても、その取り扱いは改正前と変わらない。

（ｲ）売却する・・・・・売却益は非課税、売却損はなかったものとみなす。

（ﾛ）一般口座又は特定口座に移管する・・・・・みなし売却益は非課税、みなし売却損はなかったものとみなす。
（取得価額は非課税期間終了時の時価に付け替えられる。）

（ﾊ）ロールオーバー
（新たな年の非課税管理口座への移管）・・・・・含み益は非課税、含み損はなかったものとみなす。

（取得価額は非課税期間終了時の時価に付け替えられる。）

②非課税期間が終了しても、NISA・ジュニアNISAの運用益は全額非課税口座にロールオーバーできるため、長期投
資のメリットをより享受することができる。

NISA・ジュニアNISAでは、5年間の非課税期間終了時に、非課税口座内の上場株式等の時価が年間投資上限額を超え
ている場合、年間投資上限額の範囲内でしかロールオーバーすることができなかった。そのため、ロールオーバーする上
場株式等の銘柄や株式数を年間投資上限額の範囲内で事前に指定し、金融機関等に「非課税口座内上場株式等移管依
頼書」を提出する必要があり、非課税期間終了時の金融機関における事務負担が増大することが懸念されていた。
ロールオーバーの上限額を撤廃することにより、非課税期間終了時の金融機関の事務負担は軽減されることとなる。

2．改正の趣旨・背景

NISA・ジュニアNISAの非課税期間終了時のロールオーバー上限額の撤廃
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3．改正の内容

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

H26 100万 150万
H27 100万
H28 120万
H29 120万
H30 120万
H31 120万

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

H26 100万 150万
H27 100万

H28 120万

H29 120万

H30 120万

H31 150万

改
正
前

改
正
後

課税口座へ払出し 30万円

（年間投資上限額を超える部分）

（口座開設者が希望した場合）翌年の投資枠へのロールオーバー（移管）

年間投資上限額（120万）の範囲内でロールオーバーが可能
（年間投資上限額をこえる部分の30万円は、課税口座へ払い出し）

ロールオーバー

ロールオーバー

（口座開設者が希望した場合）翌年の投資枠へのロールオーバー（移管）

年間投資上限額（120万）を超過している場合でも、そのすべてについてロールオーバー可能

改正前は、NISA・ジュニアNISAにおける非課税期間終了時に上場株式等の時価が年間投資上限額（NISA120万円、ジ
ュニアNISA80万円）を超過した場合、ロールオーバーする際に、年間投資上限額を超える部分については、課税口座に払
い出す必要があった。
改正後は、NISA・ジュニアNISAにおける非課税期間終了時に上場株式等の時価が年間投資上限額を超過した場合で
も、当該上場株式等すべてのロールオーバーが可能となる。

（出典） 金融庁 平成29年度税制改正要望項目（一部改編）
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4．改正の影響

非課税期間終了時の対応として、①売却、②一般口座又は特定口座への移管、③ロールオーバーの３つの方法があるが、
いずれの方法によっても売却益・みなし売却益・含み益は非課税、売却損・みなし売却損・含み損はなかったものとみなされ
る。移管（ロールオーバーを含む）の場合の上場株式等の取得価額が、移管時の時価となるためである。

①含み益がある場合（上場株式等を非課税口座で100万円で購入、非課税期間終了時の上場株式等の時価は150万円）

（A）売却 ・・・・ 非課税口座での売却による売却益50万円は非課税。

（B）一般口座又は特定口座へ移管 ・・・・ 移管時に150万円で売却したものとみなす（みなし売却益50万円は非
課税）。移管された一般口座又は特定口座では150万円で取得したもの
する（取得価額が150万円に付け替えられる）。

（C）ロールオーバー ・・・・ 150万円で移管することが可能（含み益50万円は非課税）。取得価額が
150万円に付け替えられる。

②含み損がある場合（上場株式等を非課税口座で100万円で購入、非課税期間終了時の上場株式等の時価は80万円）

（A）売却 ・・・・ 非課税口座での売却損20万円はなかったものとみなす。

（B）一般口座又は特定口座へ移管 ・・・・ 移管時に80万円で売却したものとみなす（みなし売却損20万円はなかっ
たものとみなす）。移管された一般口座又は特定口座では80万円で取得
したものする（取得価額が80万円に付け替えられる）。

（C）ロールオーバー ・・・・ 80万円で移管する（含み損20万円はなかったものとみなす）。取得価額
が80万円に付け替えられる。

（1）非課税期間終了時の３つの選択肢（改正なし）

ロールオーバーの上限額が撤廃されることにより、5年間の非課税期間終了時に含み益がある場合には、ロールオーバ
ーし保有しつづけることにより、非課税で運用できる元本の金額が増加し、その後の非課税となる運用益も増加するため、
長期投資のメリットを享受することとなる。

（2）長期投資のメリットの享受


